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令
和
４
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

税
が
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

と
な
る
方
の
保
険
料
（
税
）
は
、

６
月
以
降
、
前
年
分
（
令
和
３
年

１
月
～　

月
）
の
所
得
状
況
を
確

１２

認
し
、
年
額
を
決
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
４
・
６
・
８
月
の

特
別
徴
収
は
、
前
年
度
の
保
険
料

（
税
）
額
に
よ
り
仮
の
徴
収
額
で

行
う
「
仮
徴
収
」
に
な
り
ま
す
。

※
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
付
）
の
方
は
、
仮
徴
収
は

あ
り
ま
せ
ん

【
令
和
４
年
２
月
に
特
別
徴
収
と

な
っ
て
い
た
方
】

　

原
則
と
し
て
、
仮
徴
収
額
は
、

令
和
４
年
２
月
の
特
別
徴
収
額
と

同
額
で
す
。

【
令
和
４
年
４
月
か
ら
新
た
に
特

別
徴
収
と
な
る
方
】

　

仮
徴
収
額
は
、
令
和
３
年
度
の

年
間
相
当
額
保
険
料
（
税
）
の
約

６
分
の
１
が
１
回
当
た
り
の
仮
徴

収
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、　

月
以
降
の
徴
収
額
は
、

１０

７
月
に
決
定
す
る
令
和
４
年
度
保

険
料
（
税
）
の
年
額
か
ら
仮
徴
収

合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
で
す
。

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
２
）
、
高

０４２

３８７

齢
者
医
療
係
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

３
４
）

 　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
が

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
葬
祭
費
を

支
給
し
ま
す
。

 

葬
祭
を
行
っ
た
方

■
支
給
額
５
万
円

■
申
請
書
類
等
印
鑑
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
、
申
請
者
が

葬
祭
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書

類（
領
収
書
等
）、
通
帳
な
ど
振
込

先
が
わ
か
る
も
の
（
ゆ
う
ち
ょ
銀

問後
期
高
齢
者
医
療
制
度

葬
祭
費
を
支
給

対

行
の
場
合
は
通
帳
が
必
要
で
す
）

 

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
４
）

３８７
 　

４
月
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
１
万
６
千　

円
（
付
加
込
み

５９０

は
１
万
６
千　

円
）
で
す
。

９９０

　

第
１
号
被
保
険
者
、
任
意
加
入

被
保
険
者
の
方
に
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
納
付
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

【
退
職
し
た
方
（　

歳
未
満
）
は

６０

国
民
年
金
の
手
続
き
を
】

■
必
要
書
類
等
▽
退
職
日
が
確
認

で
き
る
も
の
（
離
職
票
、
退
職
証

明
書
、
社
会
保
険
・
厚
生
年
金
資

格
喪
失
証
明
書
な
ど
）
▽
年
金
手

問令
和
４
年
度
国
民
年
金
保
険
料

認
で
き
る
書
類
（
住
民
票
等
）
▽

借
地
・
借
家
人
が
閲
覧
す
る
際

は
、
併
せ
て
借
地
・
借
家
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
賃

貸
借
契
約
書
等
）

 
 

資
産
税
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 　

４
月　

日
に
納
税
通
知
書
（
薄

２８

紫
色
ま
た
は
青
色
の
封
筒
）
を
発

送
し
ま
す
。

　

課
税
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和

４
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
お
持
ち

の
方
で
す
。
（
償
却
資
産
は
固
定

資
産
税
の
み
）

　

税
額
の
計
算
方
法
等
は
、
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
償
却
資
産
と
は
、
事
業
用
の
構

築
物
・
機
械
・
器
具
・
備
品
等
の

こ
と
で
す

【
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税

　

に
係
る
価
格
に
関
す
る
審
査
申

し
出
の
特
例
に
つ
い
て
】

　

価
格
が
上
昇
し
た
土
地
で
あ
っ

て
も
税
額
を
据
え
置
く
特
別
な
措

置
が
令
和
３
年
度
に
講
じ
ら
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
４
月
１
日
か
ら
、

審
査
申
し
出
可
能
期
間
が
変
更
に

な
り
ま
す
。

■
申
し
出
可
能
期
間
令
和
３
年
度

納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日

か
ら　

か
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

１５

 

資
産
税
課
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

２
１
）

 　

４
月
１
日
か
ら
、
「
ふ
れ
あ
い

メ
ロ
デ
ィ
ー
」
（
定
時
放
送
＝
イ

ッ
ツ
・
ア
・
ス
モ
ー
ル
・
ワ
ー
ル

ド
）の
放
送
時
間
が
変
わ
り
ま
す
。

所
問令

和
４
年
度

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
の
送
付

問ふ
れ
あ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
の

放
送
時
間
が
変
更

■
放
送
時
間
午
後
５
時
（
４
月
～

　

月
）

１０
 

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
７
）

０４２

３８７

  　

子
育
て
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
方

へ
、
流
れ
や
仕
組
み
を
説
明
し
ま

す
。

 
 

４
月　

日
（
水
）
＝
中
町
桜

２０

並
集
会
所
、
５
月　

日
（
土
）
＝

２１

東
小
金
井
駅
開
設
記
念
会
館
・
マ

ロ
ン
ホ
ー
ル
、
６
月　

日
（
水
）

１５

＝
市
役
所
第
二
庁
舎
８
階　

会
議

８０１

室
い
ず
れ
も
午
前　

時
～　

時　

１０

１１

３０

分 

市
内
在
住
で
、
原
則
生
後　
５７

日
～
小
学
生
の
子
ど
も
と
同
居
し

て
い
る
方 

保
育
あ
り
（
要
事
前

申
込
） 

開
催
日
の
２
週
間
前
か

ら
、
電
話
で
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ

ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿

０４２

３２０

１
７
０
１
＝
日
曜
・
祝
日
を
除
く

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）
へ

問予
防
接
種
等
保
健
衛
生
事
業
は
健
康
ガ
イ
ド
へ ・

どど
もも

子子

育育
てて

子子
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
依
頼
会
員
登
録
説
明
会

時
所対

他
申

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

が
、
左
表
の
施
設
を
利
用
す
る

場
合
に
、
割
引
利
用
券
を
配
布

し
ま
す
。

■
割
引
利
用
期
限
令
和
５
年
３

月　

日
３１

■
必
要
書
類
国
民
健
康
保
険
証

 

直
接
、
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎

２
階
☎　

儿　

儿
９
８
３
３
）へ

０４２

３８７

申

国
民
健
康
保
険
温
泉
セ
ン
タ

国
民
健
康
保
険
温
泉
セ
ン
タ
ーー

割
引
利
用
券
の
配

割
引
利
用
券
の
配
布布

所在地・問合先割引後利用料金定休日営業時間施設名

西多摩郡檜原村
２４３０
☎０４２−５９８−６７８９

１日＝大人６３０円、
小学生２４０円、未
就学児は無料

毎週月曜日
（祝日の場
合は翌日）

　１０：００～
　１９：００

檜原温泉センター
「数馬の湯」

西多摩郡奥多摩町
氷川１１９−１
☎０４２８−８２−７７７０

３時間＝大人６００
円、小学生２５０円。
超過１時間につ
き、大人のみ２００
円。未就学児は無
料

毎週月曜日
（祝日の場
合は翌日）

　１０：００～
　２０：００
（１２月～３
月は１９：００
まで）

奥多摩温泉
「もえぎの湯」

あきる野市乙津
５６５
☎０４２−５９５−２６１４

３時間＝大人７００
円、小学生２５０円。
超過１時間につ
き、大人２００円、小
学生１００円。未就
学児は無料

３月、６月、
９月、１２月
の第２水曜
日※不定休
あり

　１０：００～
　２１：００

秋川渓谷
「瀬音の湯」

西多摩郡日の出町
大久野４７１８
☎０４２−５９７−１１２６

３時間＝大人６６０
円、小学生２３０円。
超過１時間につ
き、大人のみ２２０
円。未就学児は無
料

第３火曜日
（祝日の場
合は翌日）

　１０：００～
　２０：００

生涯青春の湯
「つるつる温泉」

　

申
請
す
る
場
合
は
、
必
ず
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

 

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
（
給

与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る

者
に
限
る
）
の
う
ち
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
者
ま
た
は
同
感
染
症
の
感

染
が
疑
わ
れ
る
者
で
、
療
養
の

た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
（
個
人
事
業
主
は
対

象
外
）

■
支
給
期
間
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
期
間

■
支
給
額
直
近
の
継
続
し
た
３

対

か
月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額

を
就
労
日
数
で
除
し
た
金
額
×

２
／
３
×
日
数
※
給
与
等
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
は
、
支
給
額
を

調
整
ま
た
は
支
給
し
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

■
適
用
期
間
６
月　

日
ま
で
の

３０

間
で
療
養
の
た
め
就
労
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
期
間
（
た
だ

し
、
入
院
が
継
続
す
る
場
合
等

は
最
長
１
年
６
か
月
ま
で
）

 

▽
国
民
健
康
保
険
＝
保
険
年

金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
３
）
▽
後
期
高

３８７
齢
者
医
療
保
険
＝
都
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
お
問
合
せ
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
儿　

儿
０８６

　

）
５１９ 問

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

傷
病
手
当
金
を
支
給

新型コロナ
ウイルス
感染症対策

帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

【
学
生
納
付
特
例
は

　

毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
】

　

収
入
が
少
な
く
、
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
学
生
の
方
に

は
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
に
申
請
し
、
引
き

続
き
令
和
４
年
度
も
希
望
す
る
場

合
は
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

■
必
要
書
類
等
▽
年
金
手
帳
ま
た

は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
▽
学
生

証
ま
た
は
在
学
証
明
書

 

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
（
市

役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
４
４
）

 
【
閲
覧
】

　

ご
自
分
の
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
評
価
額
等
が
閲
覧
で
き
ま

す
。

 

納
税
義
務
者
と
そ
の
同
世
帯
の

親
族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
義
務

者
か
ら
の
委
任
状
を
有
す
る
代
理

人
。
借
地
人
は
当
該
土
地
、
借
家

人
は
当
該
家
屋
お
よ
び
そ
の
土
地

の
閲
覧
が
で
き
ま
す

【
縦
覧
】

　

市
内
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

等
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

 

納
税
者
と
そ
の
同
世
帯
の
親

族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
者
か
ら

の
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

４
月
１
日
（
金
）
～
５
月　

日
３１

（
火
）
※
閲
覧
は
、
６
月
１
日
以

降
も
可
能
で
す

 

無
料
（
借
地
・
借
家
人
お
よ
び

縦
覧
期
間
後
の
閲
覧
は
有
料
）

 

▽
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
等
）
▽
同
世
帯

の
親
族
（
市
外
在
住
）
の
場
合
、

併
せ
て
同
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
確

問令
和
４
年
度
課
税
台
帳
の

閲
覧
・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

対対時￥持

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
国
民
健
康
保
険
税

の
特
別
徴
収
４
・
６
・

８
月
は
仮
徴
収
期

子
ど
も
の
笑
顔
を
み
ん
な
で
守
る

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら

（
通
告
・
相
談
）

・
連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能

で
す

・
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
相
談
窓
口
）

☎　

儿　

儿
３
１
４
６
＝
月
曜
～
土

０４２

３２１

曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

▽
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

（
緊
急
時
）

☎ 
１  
８  
９ 

い
ち 
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